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地域包活支援センターだより

　

平
成
27
年
１
月
よ
り
負
担

能
力
に
応
じ
た
負
担
を
求
め

る
観
点
か
ら
、
低
所
得
者
に

配
慮
し
た
上
で
、
70
歳
未
満

の
高
額
療
養
費
の
所
得
区
分

お
よ
び
自
己
負
担
限
度
額
が

細
分
化
さ
れ
ま
す
。
今
ま
で

は
、
Ａ
（
上
位
所
得
者
）
Ｂ

（
一
般
所
得
者
）
Ｃ
（
低
所

得
者
）
の
３
区
分
に
分
け
ら

れ
て
い
ま
し
た
が
、
今
回
の

改
正
に
伴
い
、
ア
〜
オ
の
５

区
分
に
分
け
ら
れ
ま
す
。（
上

図
の
と
お
り
）

　

ま
た
、
こ
れ
に
よ
り
限
度

額
適
用
認
定
証
等
も
更
新
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
27

年
１
月
以
降
も
認
定
証
が
必

要
な
方
は
、
お
手
数
で
す
が

１
月
に
な
り
ま
し
た
ら
、
保

険
証
、
印
鑑
（
世
帯
主
姓
の

も
の
）、
期
限
の
切
れ
た
認

定
証
、
を
持
参
の
上
、
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

区分 所得要件 自己負担限度額

Ａ（上位所得者） 600万円超
　150,000円 +（総医療費 -500,000円）×1％
　（多数回該当：83,400円）

Ｂ（一般所得者） 600万円以下
　80,100円＋（総医療費 -267,000円）×1%
　（多数回該当：44,400円）

Ｃ（低所得者） 住民税非課税
　35,400円
　（多数回該当：24,600円）

区分 所得要件 自己負担限度額

　ア 901万円超
　252,600円 +（総医療費 -842,000円）×1％
　（多数回該当：140,100円）

　イ 600万円超～901万円以下
　167,400円 +（総医療費 -558,000円）×1％
　（多数回該当：93,000円）

　ウ 210万円超～600万円以下
　80,100円 +（総医療費 -267,000円）×1％
　（多数回該当：44,400円）

　エ 210万円以下
　57,600円
　（多数回該当：44,400円）

　オ 住民税非課税
　35,400円
　（多数回該当：24,600円）

高額療養費制度の自己負担限度額（新旧比較表）
〈平成26年12月まで〉

〈平成27年1月から〉

　１ヵ月間に病院へ支払った医療費が一定額（自己負担限度額）以上になっ
た場合は、申請すれば医療費の一部が高額療養費として支給されます。
国民健康保険に加入している方については、医療費が高額に該当すると確認
できた方で、まだ申請されていない方に対して申請通知書をお送りします。
　通知が届いた方は医療費の一部が戻りますので、次のものを持参して申請
をしてください。
※ 領収書等がない場合、申請することはできません。無い場合は医療機関等で再交付を受けてください。
　なお申請から支給までは約２カ月程度かかりますのでご了承ください。

◆申請窓口
　市民課　国保年金係
　白沢総合支所　市民福祉課

◆持参するもの
申請通知書、通知書に記載されている病院等の領収書、
世帯主の通帳（申請書委任欄にご記入頂ければ世帯主以
外の通帳でも可）、印鑑（世帯主姓のもの）

　◆問い合わせ先　
　　市民課　国保年金係　☎24‒5342

地域包活支援センタ だより

高齢者サービス
　　　　のごあんない

市独自の高齢者福祉サービスを実施し
ておりますので、紹介いたします。

老人日常生活用具事業

対象→65 歳以上で一人暮
らしの方・寝たきりの方

内容→自動消火器、電磁
調理器の 2品目を支給し
ます。

高齢者生きがいディ　　　　　サービス事業
対象→65 歳以上で要介護認定を受けていない方
内容→健康チェック、趣味創作活動の提供、送迎サービスをします。

認知症在宅高齢者
　　　　　　介護手当
対象→認知症と診断され
要介護 3で在宅で常時介
護している家族

内容→介護手当を支給し
ます。

寝具洗濯乾燥消毒
　　　　サービス事業
対象→おおむね 65 歳以上の要介護 4・5、または一人暮らしの方

内容→年 1回、寝具類の丸洗い乾燥をします。 

寝たきり在宅者介護
　　　　手当支給事業
対象→要介護度４・５の
高齢者を在宅で 6カ月以
上介護している家族

内容→介護手当を支給し
ます。

配食サービス事業

対象→おおむね 65 歳以上の一人暮らしの方、高齢者世帯で要介護認定を受けていない方
内容→昼食を配達します。

高齢者住宅改修支
援事業

対象→65 歳以上で
要介護

認定を受けていな
い方の

世帯

内容→住宅改修に
係る工

事経費の一部を負
担しま

す。

訪問介護員（ヘルパー）
　　　　　　派遣事業
対象→65 歳以上で要介護
認定を受けていない一人
暮らしの方

内容→週 2回程度、訪問
介護員を派遣し、日常生
活の援助をします。

徘徊高齢者家族支援事
業（ＧＰＳの貸与）
対象→徘徊の行動がみられる、ま
たは徘徊行動のおそれがある、お
おむね 65 歳以上の認知症高齢者
を在宅で介護している家族の方
内容→徘徊高齢者の所在を確認で
きる機器を貸し出します。

老人短期入所運営事業
対象→疾病などにより身体が虚
弱で日常生活を営むのに支障が
ある高齢者で要介護認定を受け
ていない方

内容→一時的に施設に入所する
ことができます。

在宅高齢者家族
　　介護用品支給事業
対象→要介護度４・５の
高齢者を在宅で 6カ月以
上介護している家族

内容→介護手当を支給し
ます。

救急医療情報キット
　　　　　　給付事業
対象→65 歳以上で一人暮
らしの方

内容→救急時必要になる
情報を保管する医療情報
キットを配布します。

緊急通報装置給付事業

対象→65 歳以上で一人暮
らしの方

内容→緊急通報装置をお
貸しします。
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手当支

◇問い合わせ先
高齢福祉課（えぽか内）　
☎６３－２７８０


